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【環境経営方針】 

 

【基本理念】 

 

ジャパントラック大阪株式会社は、輸配送事業の取り巻く環境が厳しさを増し、人手不足が慢性化してい

く中、労働環境の改善に取組み、地域に密着した事業活動を展開していくことで、同業他社との差別化を

図る。さらに、地球環境に与える影響を把握し、これらに関わる環境関連法規等を遵守し、地球環境の保

全と環境に係わる社会貢献を目指します。 

 

【環境経営方針】 

 

１．全従業員に環境方針を周知徹底し、環境保全に対する意識の向上に努めると共に社員一体 

となって省資源、省エネルギー、節水に取組みます。 

２．輸配送の効率化・エコドライブの実施によりＣＯ２削減、事業活動での省資源・省エネル 

ギー・節水・廃棄物の減量化に努めます。 

３．顧客製品の動脈・静脈物流ニーズに対応し、顧客の環境改善に貢献すると共に、低炭素社 

  会・循環型社会の実現を目指します。 

４．環境関連法規則を遵守致します。 

５．環境経営の継続的な改善を目指して、取組状況を評価し、環境管理の見直し及び向上に努 

めます。 

 

以上 

 

 制定日 平成１９年４月２２日 

改定日 令和 ２年９月 １日 

 

ジャパントラック大阪株式会社 

代表取締役 金築 秀人 
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１．事業活動の概要 

  １）事業所名・代表者氏名 

      ジャパントラック大阪株式会社     代表取締役 金築 秀人 

   

２）設立・資本金 

      設立年月日：昭和５４年１２月１日      資 本 金：５,０００万円 

   

３）所在地 

      本   社：兵庫県伊丹市大鹿６丁目６８番地  

      宝塚営業所：兵庫県宝塚市山本南１－１９－１８ 

      京都営業所：京都府八幡市八幡南山１０９－３ 

      寝屋川営業所：大阪府寝屋川市池田旭町１１－１２ 

   

４）環境管理責任者・連絡先 

      環境管理責任者  金築 励 

         連絡先：兵庫県伊丹市大鹿６丁目６８番地 

         ＴＥＬ：072-775-3300  ＦＡＸ：072-775-2725 

   

５）事業活動内容 

      一般貨物自動車運送業、産業廃棄物収集運搬業 

       （産業廃棄物の収集運搬は、主たる業務ではなく運送に付帯して実施） 

   

６）対象事業所 

      本社、宝塚営業所、寝屋川営業所、京都営業所 

   

７）事業規模 

売上高 ７０５百万円（２０２２年４月～２０２３年３月） 

           【参考：前年度 売上高 ７５４百万円】 

 

 
宝塚 

営業所 

京都 

営業所 

寝屋川 

営業所 
本 社 合計 

従業員（人） 44 18 5 3 70 

保有車輌 

（台） 

自家用 2 1 0 3 6 

営業用 38 21 5 0 64 

          上記営業車両６４台の内、産業廃棄物収集運搬に使用する車両は、３２台です。 
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  ８）環境管理組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役  職 役  割 

代表取締役 環境経営システム運営に責任を持つ最高責任者。PDCA サイクルの評価責任者。 

環境管理責任者 
最高責任者に代わって環境経営システムを維持する管理責任者。運用・改善を維持

する責任を持つ。 

環境委員会 
最高責任者・環境管理責任者・EA21 推進メンバー（各所長）で構成し、年４回最高

責任者が召集する。 

内部監査リーダー EA21 の運用状況を確認するための計画立案者。内部監査リーダー。 

 

【代表取締役】 

金築 秀人 

【環境管理責任者】 

金築 励 

【内部監査ﾘｰﾀﾞｰ】 【環境委員会】 

 

【宝塚営業所】 

 

【京都営業所】 

 

【寝屋川営業所】 
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  ９）産業廃棄物収集運搬に関して 

①産業廃棄物収集運搬許可の状況 

 許可先 許可番号 許可年月日 有効年月日 

産業廃棄物 

収集運搬業許可証 

東京都 第 13-00-064816 号 令和 5 年 9 月 22 日 令和 10 年 9 月 21 日 

三重県 第 02400064816 号 令和 5 年 9 月 13 日 令和 10 年 8 月 15 日 

滋賀県 第 02501064816 号 令和 3 年 5 月 30 日 令和 8 年 5 月 29 日 

京都府 第 02600064816 号 令和 4 年 4 月 18 日 令和 9 年 2 月 24 日 

大阪府 第 02700064816 号 令和 3 年 7 月 12 日 令和 8 年 7 月 11 日 

兵庫県 第 02813064816 号 令和 1 年 11 月 1 日 令和 6 年 10 月 31 日 

奈良県 第 02900064816 号 令和 5 年 10 月 1 日 令和 10 年 9 月 30 日 

和歌山県 第 03000064816 号 令和 3 年 5 月 19 日 令和 8 年 5 月 18 日 

鳥取県 第 03104064816 号 令和 4 年 7 月 17 日 令和 9 年 7 月 16 日 

島根県 第 03200064816 号 令和 2 年 3 月 23 日 令和 7 年 3 月 8 日 

広島県 第 03400064816 号 令和 5 年 4 月 23 日 令和 10 年 4 月 23 日 

特別管理 

産業廃棄物収集 

運搬業許可証 

東京都 第 13-50-064816 号 令和 4 年 7 月 2 日 令和 9 年 7 月 1 日 

神奈川県 第 01451064816 号 令和 4 年 11 月 1 日 令和 9 年 7 月 10 日 

兵庫県 第 02853064816 号 令和 4 年 7 月 27 日 令和 9 年 7 月 26 日 

 

 

②産業廃棄物収集運搬許可の範囲 

廃棄物 

の種類 

大
阪
府 

京
都
府 

鳥
取
県 

広
島
県 

三
重
県 

滋
賀
県 

和
歌
山 

島
根
県 

奈
良
県 

兵
庫
県 

東
京
都 

神
奈
川
県 

廃プラ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

金属くず 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

ガラス陶磁器 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

木くず 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

紙くず 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

繊維くず 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

ガレキ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

ゴムくず 〇     〇     〇  

汚 泥 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇   

動植物残渣 〇 〇 〇 〇 〇 〇    〇   

廃 油 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇   

廃 酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇   

廃ｱﾙｶﾘ 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇   

廃石綿          〇 〇 〇 

種目数 13 12 12 12 12 13 7 7 11 13 9 1 
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③産業廃棄物収集運搬施設等 

・収集運搬車両 

  車 両：４ｔ箱車 １９台、４ｔ平ボディ １台 

      ２ｔ箱車 １１台、１ｔバン車  １台      合計 ３２台 

 

・積替え・保管施設 

場 所：兵庫県伊丹市下河原３丁目３７７番地２，３，６，２９，３０ 

面 積：２７．８㎡以下  

  容 量：６６．２５㎥以下 

種 類：廃プラスチック（廃タイヤ） 

       

・産業廃棄物収集運搬量 

       令和５年   産業廃棄物収集運搬実績     ３６４.９８ｔ 

  家電リサイクル法に基づく輸送  ８８１.１６ｔ 

 

       （参考：令和４年 産業廃棄物収集運搬実績       ４１９.５７ｔ  

家電リサイクル法に基づく輸送    ９２５.７９ｔ） 

       

 ＝事業別売上割合＝ 

         鉄鋼・一般貨物 ４５％、家電 ３５％、廃家電 １５％、産業廃棄物 ５％  

            ※廃家電は、家電量販店への家電輸送に付随し、家電リサイクル法に基づく輸送 
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２．環境目標・実績 

  １）中長期目標 

 環境 目標項目 基準年令和４年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 

二酸化炭素 

排出量 

合計 

CO2 排出量削減 
1,585,211 kg-CO2 1,553,629 1,522,047 1,490,464 

電力による 

CO2 排出量削減 

39,540 kWh １%削減 ２%削減 ３%削減 

12,218 kg-CO2 12,096 11,974 11,851 

燃料消費による 

CO2 排出量削減 

ｶﾞｿﾘﾝ  (L) 9,591 
２%削減 ４%削減 ５%削減 

軽油  (L) 601,063 

1,572,993 kg-CO2 1,541,533 1,510,073 1,478,613 

一般廃棄物 

排出量 
廃棄物削減 8,910 kg  

３%削減 ５%削減 ８%削減 

8,643 8,465 8,197 

総使用水量 節水 525 m3  
0.5%削減 １%削減 1.5%削減 

522 520 517 

 

※電力の二酸化炭素の換算係数は、0.309kg-co2/kWh。（関西電力 R3 年公表:調整後） 

※都市ガス等による二酸化炭素排出量は、非常に少ないため目標管理しない。 

※化学物質の使用はありませんので、目標設定していません。 

※産業廃棄物（廃油・廃プラ）の排出量は、運送事業者であり、削減目標が困難の為に除く。 

 

 

 

  ２）今期の目標及び実績 

項 目 R03 実績 R04 実績 

令和 ５年 達成率 

 
 実績  
 目標 

目標 

達成 
目標 実績 

総排出量削減 kg-CO2 1,827,291 1,585,211 1,553,629 1,473,596 94.8% 〇 

電力の CO2 

排出量削減 
kg-CO2 18,324 12,218 12,096 12,485 103.2% × 

燃料の CO2 

排出量削減 
kg-CO2 1,807,794 1,572,993 1,541,533 1,461,111 94.8% 〇 

一般廃棄物 

排出量削減 
kg 11,760 8,910 8,643 7,210 83.4% 〇 

使用水量削減 m3 682 525 522 475 91.0% 〇 

 

※令和４年を基準とし、削減目標を設定。 

※電力は、関西電力（排出係数：0.309 kg-CO2/kWh）（R3 年公表:調整後） 

※都市ガス等による二酸化炭素排出量は、非常に少ないため数値から除いている。 

 

 



- 7 - 

 

３．環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 

  １）環境活動計画の取組結果と評価 

目標項目 取組目標・計画 達成状況を含む評価 

使用電力の削減 
目標：12,096 kg-CO2 

実績：12,485 kg-CO2 

再度、節電の意識向上に努める。 

掲示等により節電の呼びかけ 再度、社内教育等により、意識向上に努める。 

自動車燃料の削減 
目標：1,541,533 kg-CO2 

実績：1,461,111 kg-CO2 

長距離の仕事が減少の為、軽油使用量が減少し、

目標達成。次年度も、燃費管理を徹底して管理

するように取り組む。 

車輌点検等の毎月報告 月 1 回の安全会議等を実施。 

廃棄物排出量削減 
目標： 8,643 kg 

実績： 7,210kg 

資源ゴミの分別を徹底する。 

可能な限り再資源化 意識向上に努める。 

使用水量の削減 
目標：522 ㎥ 

実績：475 ㎥ 

大型車両の減車の影響か使用量が減少。引き続

き節水の意識向上に努める。 

掲示等により節水の呼びかけ 再度、社内教育等により、意識向上に努める。 

その他取組 

社員教育 コロナ対策が緩和され、集合教育を再開。 

デジタコ点数制度の推進 運転者に個別に指導を実施 

緊急事態対応訓練 実施 

 

 

  ２）次年度の取組内容 

    ・大型トラックの減車により、軽油の使用量が減っている為、結果的に目標達成が出来ている。次年度以降

も引き続き、デジタコ手当の制度を継続して実施し、運転手のエコ運転の意識向上を図る様に努め、車両

毎の燃費改善によりさらに目標達成に努めます。 

・代替計画を設定し、ハイブリッド車・低燃費車両などの燃費の良い車両に代替をする必要があります。 

・「２０２４年問題」の実施に伴い、労働環境の改善が求められることから、運転者への社員教育等を実施 

し、理解・協力を求めていくことに努める 

  



- 8 - 

 

４．環境関連法等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反･訴訟等の有無 

   ①当社が遵守しなければならない主な環境関連法規等は、次の通りです。 

主たる環境関連法規の名称 遵守状況 

廃棄物処理法 遵守 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 遵守 

道路運送車輌法 遵守 

自動車リサイクル法 遵守 

道路交通法 遵守 

消防法 遵守 

労働安全衛生法 遵守 

使用済自動車資源化法 遵守 

下水道法 遵守 

兵庫県環境条例 遵守 

大阪府環境条例 遵守 

京都府環境条例 遵守 

アイドリングストップ条例 遵守 

水銀汚染防止法 遵守 

地球温暖化対策法 遵守 

フロン排出抑制法 遵守 

      

   ②違反・訴訟 

     環境関連法規等に関し関係当局よりの違反の指摘、訴訟は過去ございません。 

   ③苦情等の申入れは、現在一切ございません。 

 

５．代表者による全体評価と見直し・指示 

昨年と同様に、長距離の仕事量が減っている影響から、軽油の使用量が削減されたことで、二酸化炭素排

出量の目標を達成することが出来た。次年度は、「２０２４年問題」に直面する為、労働環境の改善等に努

め、今迄以上に社員教育等で理解・協力を求めていく必要がある。 

 

以上 

 

 環境活動レポートの対象期間・発行日 

    対象期間：２０２３年１月１日 ～ ２０２３年１２月３１日 

    発 行 日：２０２４年３月８日 

    次回発行予定日：２０２５年２月２２日 


